
平塚市監査委員公表第９号  

令和７年４月２５日  

 

平塚市監査委員 市 川 喜久江 

同       城 田 孝 子  

同       山 原 栄 一 

同       秋 澤 雅 久 

 

監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

産業振興部 商業観光課 

２ 監査実施日 

  令和７年２月１９日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年３月２４日（平塚市監査委員公表第６号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 契約事務において、吉沢ハイキングコ

ース径路修繕について、工事請負契約約

款に定める報告書の提出漏れが複数あ

った。 

平塚市契約規則等に則り事務処理の

方法を再度確認し、今後の事務執行に当

たり適正な措置を講じられたい。 

財務に関する事務 

 

（１） 工事請負契約約款及び平塚市契約規則

について改めて確認し、必要な手続きを

担当内に周知しました。 

また、事務担当者の変更があっても漏

れなく適正な事務の執行がなされるよ

う、事務処理マニュアルを作成し、工事

請負契約を締結する際の流れについて明

記しました。 

 

 

１ 監査実施対象課 

福祉部 福祉総務課 

２ 監査実施日 

  令和７年２月１９日 

 



３ 監査結果の公表日 

  令和７年３月２４日（平塚市監査委員公表第６号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 契約事務において、個人情報取扱特記

事項に基づく個人情報を取り扱う場所

並びに責任者及び従事する者について、

書面による受注者からの報告漏れが複

数あった。 

関係法令等に則り事務処理の方法を

再度確認し、今後の事務執行に当たり適

正な措置を講じられたい。 

財務に関する事務 

 

（１） 報告漏れが指摘された事務について、

課内全員で契約事務の適正な取扱いを

再確認し、今後報告書等の漏れがないよ

う徹底しました。また、指摘のあった各

事業において、受注者に対し個人情報を

取り扱う場所並びに責任者及び従事す

る者について報告をするよう求め、適正

化を図りました。 

 

 

１ 監査実施対象課 

福祉部 生活福祉課 

２ 監査実施日 

  令和７年２月１９日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年３月２４日（平塚市監査委員公表第６号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、国庫支出金につい

て、交付通知を受けていたが調定事務を

行っていなかった。 

 

（２） 契約事務において、個人情報取扱特記

事項に基づく個人情報を取り扱う場所

並びに責任者及び従事する者について、

書面による受注者からの報告漏れが複

数あった。 

 

関係法令等に則り事務処理の方法を再度確認

し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じ

られたい。 

財務に関する事務 

 

（１） 国庫支出金の交付決定が通知され次

第、調定伝票を起票することを徹底する

よう、担当者をはじめ担当長ほか課内で

の共有を図りました。 

（２） 個人情報の保護に関する法律に則り、

受注者に報告漏れが無いように指示す

るとともに、報告確認の手順を精査し、

再発防止に努めます。 

 



１ 監査実施対象課 

都市整備部 建築住宅課 

２ 監査実施日 

  令和７年２月１９日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年３月２４日（平塚市監査委員公表第６号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、行政財産使用料に

ついて、納入通知書の送付漏れがあっ

た。 

 

 

 

（２） 契約事務において、個人情報取扱特

記事項に基づく個人情報を取り扱う場

所について、書面による受注者からの

報告漏れや記載内容に誤りがあった。 

 

関係法令等に則り事務処理の方法を再度確認

し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じ

られたい。 

財務に関する事務 

 

（１） 行政財産目的外使用許可一覧表を元

に調定伝票の起票、納入通知書の出力、

許可事業者への送付及び使用料の収納

状況についてリスト化し、それに基づ

き複数の職員が確認し、送付漏れがな

いよう適正に事務を執行いたします。  

（２） 個人情報取扱特記事項第４条第２項

に定められている「個人情報を取り扱

う場所」を提出書類のチェックリスト

に追加し、発注者・受注者双方で履行

開始前に確認を行い、適正に事務を執

行いたします。 

 

 

      

 以 上 


